
　
支
給
対
象
者

　　

中
学
校
修
了
前
の
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

※
「
中
学
校
修
了
前
の
子
ど
も
」

　

と
は
、
15
歳
に
達
す
る
日
以
降

　

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

　

に
あ
る
子
ど
も
を
い
い
ま
す
。

　
支
給
額

　　

中
学
校
修
了
前
の
子
ど
も
一
人

に
つ
き
、
月
額
１
万
３
０
０
０
円

　
支
給
時
期

　　

６
月
、
10
月
、
２
月
に
支
給
月

前
４
カ
月
分
を
支
給
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成
22
年
６
月
支
給

分
に
つ
い
て
は
、
２
月
・
３
月
分

が
児
童
手
当
、
４
月
・
５
月
分
が

子
ど
も
手
当
と
な
り
ま
す
。

　
受
給
手
続
き

■
手
続
き
が
必
要
な
方

　

子
ど
も
手
当
の
支
給
要
件
に
該

当
す
る
保
護
者
で
、
次
に
該
当
す

る
方
は
、
市
役
所
ま
た
は
各
総
合

支
所
窓
口
で
、
認
定
請
求
等
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。
公
務
員
の
方

は
、
勤
務
先
で
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

○
こ
れ
ま
で
、
所
得
制
限
等
に
よ

っ
て
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

な
い
保
護
者
の
方

※
児
童
手
当
現
況
届
未
提
出
に
よ

り
手
当
の
支
給
が
一
時
差
止
と

な
っ
て
い
る
方
を
含
み
ま
す
。

○
平
成
２２
年
４
月
１
日
現
在
、
中

学
２
・
３
年
生
の
子
ど
も
が
い

る
保
護
者
の
方

※
平
成
22
年
３
月
末
日
現
在
、
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
方

は
「
認
定
請
求
」、
受
給
し
て

い
る
方
は「
額
改
定
認
定
請
求
」

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
手
続
き
が
不
要
な
方

　

平
成
22
年
３
月
末
日
現
在
、
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、
平
成

22
年
４
月
１
日
に
お
い
て
中
学
１

年
生
以
下
の
子
ど
も
だ
け
が
い
る

保
護
者
の
方
は
、
新
た
に
手
続
き

を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　
手
続
き
期
間
の
特
例

　

平
成
22
年
９
月
30
日
ま
で
に
受

け
付
け
た
認
定
請
求
等
に
限
り
、

特
例
的
に
、
４
月
分
ま
た
は
支
給

要
件
に
該
当
し
た
月
の
翌
月
分
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
出
生
や
転
入
に
よ
っ
て
新
た
に

受
給
資
格
が
発
生
し
た
場
合
や
、

受
給
対
象
児
童
が
増
え
た
場
合

に
つ
い
て
は
、
こ
の
特
例
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
こ
の
場
合
の
支
給
開

始
は
、
請
求
日
の
翌
月
分
か
ら

と
な
り
ま
す
。

　
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　　

受
給
者
と
な
る
方
の
次
の
も
の

が
必
要
で
す
。

○
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は

年
金
加
入
証
明
書
（
国
民
年
金

以
外
の
方
）

○
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

○
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

　
問
合
せ
先

○
市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

子
育
て
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７
―
５
２
―
１
３
３
７

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

■子ども手当は市へ寄附できます
　子ども手当制度では、手当を市
へ寄附することができます。寄附
を受けた手当は、次代の社会を担
う子どもの健やかな育ちを支援す
るために使われます。

※平成23年度における子ども手当の支
　給については、国の平成23年度予算
　編成過程において改めて検討し、そ
　の結果に基づき必要な措置を講じる
　こととなっています。

項　目

支給対象児童

支給要件

手当の寄附制度

支給額

児童手当（平成22年３月まで）

小学校修了前の児童

なし あり

（０～３歳未満）
　一律　月額 10,000円
（３歳以上）
　第１・２子　月額 5,000円
　第３子以降　月額 10,000円

子ども手当（平成22年４月以降）

中学校修了前の児童

所得制限なし

子ども１人につき
月額13,000円（平成22年度）

所得制限あり

　

こ
れ
ま
で
、
小
学
校
修
了
前
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
子
ど
も
一
人
当
た
り

月
額
５
０
０
０
円
（
３
歳
未
満
児
と
第
３
子
以
降
の
子
ど
も
は
１
万
円
）
の

児
童
手
当
を
支
給
し
て
き
ま
し
た
が
、
次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健

や
か
な
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、
新
た
に
「
子
ど
も
手
当
制
度
」
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
22
年
度
は
、
中
学
校
修
了
前
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
、
月

額
１
万
３
０
０
０
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

子
ど
も
手
当
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

子
ど
も
手
当
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

平成22年度子ども手当法施行平成22年度子ども手当法施行
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